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市
営
墓
地
の
草
刈
り
を実

施
し
ま
す

　

市
営
墓
地
内
の
通
路
等
共
用
部
分
や

空
き
区
画
等
の
草
刈
り
を
順
次
実
施
し

ま
す
。

　

作
業
場
所
を
う
回
い
た
だ
く
等
ご
不

便
を
お
か
け
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

場
所　

滝
の
川
墓
地
、
空
知
太
墓
地
、

江
部
乙
墓
地
、
19
丁
目
墓
地

期
間　

７
月
１
日
㈬
〜
８
月
12
日
㈬

※
天
候
に
よ
り
期
間
が
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

重
度
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家

庭
等
・
子
ど
も
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
７
月
31

日
㈮
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

各
医
療
費
助
成
制
度
に
引
き
続
き
該

当
す
る
方
に
は
資
格
要
件
な
ど
を
確
認

し
て
有
効
期
限
ま
で
に
新
し
い
受
給
者

（
４
６
、６
４
０
円
〜
１
５
３
、５
９
４

円
）。

申
請
に
必
要
な
も
の　

　

市
が
定
め
る
医
師
意
見
書
、
見
積
書

な
ど

※
詳
し
く
は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
：
２
４
３
４
１
）ま
た
は

窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
２

７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」強
調
月
間
で
す

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」は
、
す

べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止

と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の
更
生

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や

非
行
の
な
い
安
全
で
安
心
な
明
る
い
地

域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運

動
で
、
今
年
で
76
回
目
を
迎
え
ま
す
。

「
更
生
保
護
」は
、
国
、
地
方
公
共
団

体
、
民
間
が
協
力
し
て
、
犯
罪
や
非
行

か
ら
立
ち
直
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
を
支

援
す
る
取
り
組
み
で
あ
り
、
保
護
司
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
更
生
保
護
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
を

地
域
社
会
で
支
え
、
再
出
発
を
助
け
て

い
ま
す
。
日
本
の
更
生
保
護
の
取
り
組

み
は
、
良
好
な
治
安
を
支
え
る
も
の
と

し
て
海
外
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
国
民
の
認
知
度
は
必
ず
し
も
高

く
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
経
済
の
状
況
や

地
域
社
会
、
犯
罪
状
勢
等
が
大
き
く
変

化
す
る
中
で
、
更
生
保
護
が
機
能
し
て

証
を
送
付
し
ま
す
。

　

転
入
な
ど
に
よ
り
所
得
の
確
認
が
で

き
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
所
得
照
会
に

関
す
る
同
意
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
７
月
中
旬
に
書
類
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
記
入
の
う
え
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
受
給
者
証
や
更
新
手
続
き
の
書

類
が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
８

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
特
定

疾
病
療
養
受
療
証
は
、
７
月
31
日
㈮
が

有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。
更
新
該

当
者
に
は
、
新
た
な
受
療
証
を
送
付
し

ま
す
。

送
付
予
定
日　

７
月
17
日
㈮

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

重
度
身
体
障
が
い
者
の

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成

　

次
の
①
〜
⑦
に
該
当
す
る
方
に
対
し

て
タ
ク
シ
ー
の
基
本
料
金
を
助
成
し
ま

す
。

対
象　

①
下
肢
ま
た
は
体
幹
機
能
障
が
い
者

（
児
）１
級
ま
た
は
２
級　

②
視
覚
障
が
い
者（
児
）１
級　

③
乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行
性
の
脳
病

変
に
よ
る
運
動
機
能
障
害
の
う
ち
移
動

機
能
障
が
い
者（
児
）で
１
級
ま
た
は
２

級　④
一
上
下
肢
機
能
全
廃
者（
児
）１
級
ま

い
く
た
め
に
は
、
更
生
保
護
の
取
り
組

み
に
対
す
る
国
民
一
人
ひ
と
り
の
理
解

と
協
力
が
よ
り
一
層
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

滝
川
市
で
は
、„
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
“の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

通
じ
、「
保
護
司
」を
は
じ
め
と
す
る
更

生
保
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
や
役
割

を
広
く
国
民
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を

今
年
度
の
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
、
活
動

を
展
開
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

上
下
水
道
料
金
の
軽
減

　

次
に
該
当
す
る
方
は
、
申
請
に
よ
り

上
下
水
道
料
金
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
市
税
が
未
納
の
方
は
軽
減
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
未

納
が
な
い
こ
と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
生
活
保
護
等
世
帯　

②
70
歳
以
上
の
単
身
世
帯
で
、
令
和
８

年
度
の
市
民
税
が
非
課
税
の
世
帯　

③
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

に
よ
る
母
子
家
庭
ま
た
は
父
子
家
庭
で
、

次
の
ア
〜
エ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

子
を
扶
養
し
て
い
る
令
和
８
年
度
の
市

民
税
が
非
課
税
ま
た
は
均
等
割
の
み
課

税
の
世
帯

ア　

満
20
歳
未
満
の
子　

イ　

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２

級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
子　

ウ　

療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
交
付
を
受
け

て
い
る
子　

エ　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

た
は
２
級　

⑤
上
肢
機
能
障
害
が
あ
り
一
下
肢
機
能

全
廃
者（
児
）で
１
級
ま
た
は
２
級

⑥
上
下
肢
機
能
障
害
が
あ
り
体
幹
の
機

能
障
害
に
よ
り
歩
行
が
困
難
な
障
が
い

者（
児
）で
１
級
ま
た
は
２
級　

⑦
内
部
障
が
い
者（
児
）１
級
で
手
帳
に

下
肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
、
歩
行
困

難
の
い
ず
れ
か
の
記
載
が
あ
る
方

※
た
だ
し
、
次
の
方
は
助
成
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

　

令
和
８
年
度
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
方
、
病
院
に
入
院
ま
た
は
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方
、
自
動
車
税
種
別
割

等
の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
、
要
介
護

３
以
上
の
認
定
者
で
リ
フ
ト
付
き
タ
ク

シ
ー
等
利
用
料
助
成
を
受
け
て
い
る
方

申
請
に
必
要
な
も
の　

身
体
障
害
者
手

帳
、
印
鑑

受
付
開
始　

６
月
26
日
㈮

申
請
場
所　

福
祉
課
、
江
部
乙
支
所

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
２

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
・
納
付
猶
予
申
請

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、
保
険

の
交
付
を
受
け
て
い
る
子

申
請
先　

②
介
護
福
祉
課
、
③
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

※
①
の
世
帯
は
申
請
不
要
で
す
。

※
②
、
③
に
該
当
す
る
方
は
印
鑑
を
お

持
ち
の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
江
部
乙
支
所
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

問
介
護
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
８
、
こ

ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
℡
28
―
８
０
２
５

た
き
か
わ
っ
こマ

タ
ニ
テ
ィ
ク
ラ
ス

①
た
ま
ご
編「
マ
タ
ニ
テ
ィ
ラ
イ
フ
を

楽
し
む
」

日
程　

７
月
30
日
㈭

内
容　

妊
娠
中
に
知
っ
て
お
き
た
い
こ

と
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
体
操
、
交
流

②
ひ
よ
こ
編「
お
産
・
育
児
の
イ
メ
ー

ジ
レ
ッ
ス
ン
」

日
程　

８
月
28
日
㈮

内
容　

お
産
・
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
生
活

に
つ
い
て
の
お
話
、マ
タ
ニ
テ
ィ
体
操
、

交
流

【
共
通
事
項
】

時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

対
象　

妊
娠
16
週
以
降
の
妊
婦
の
方

（
パ
ー
ト
ナ
ー
も
参
加
可
）

持
ち
物　

母
子
手
帳
、
飲
み
物（
水
か

お
茶
）、
動
き
や
す
い
服
装

申
込　

各
開
催
日
３
日
前
ま
で
に
保
健

セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
た
は
電
話
で
申
し
込

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
が
免
除

や
猶
予
を
申
請
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。

●
免
除
制
度

　

申
請
者
本
人
と
そ
の
配
偶
者（
別
居

中
の
配
偶
者
を
含
む
）な
ら
び
に
世
帯

主
の
い
ず
れ
も
前
年
所
得（
令
和
７
年

１
月
〜
12
月
ま
で
の
収
入
）が
定
め
ら

れ
た
基
準
以
下
に
該
当
す
る
場
合
、
保

険
料
が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除
と

な
り
ま
す
。

●
納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
で
本
人
、配
偶
者（
別

居
中
の
配
偶
者
を
含
む
）の
前
年
所
得

が
定
め
ら
れ
た
基
準
以
下
に
該
当
す
る

場
合
、
保
険
料
の
納
付
を
最
長
で
10
年

先
延
ば
し
に
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
免
除
の
可
能
性
が
あ

る
場
合
は
ど
ち
ら
か
を
選
択
で
き
ま
す

（
猶
予
承
認
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、

保
険
料
を
追
納
し
な
い
と
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
）。

免
除
・
納
付
猶
予
期
間　

令
和
８
年
７

月
分
〜
令
和
９
年
６
月
分

受
付
開
始　

７
月
１
日
㈬

申
請
場
所　

保
険
医
療
課
、
江
部
乙
支

所
、砂
川
年
金
事
務
所
℡
52
―
３
８
９
０

申
請
に
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
ま
た

は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な
ど
の
基
礎

年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
、
本
人
確
認

書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）、
失
業
中
の

方
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
か
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の
写
し

み
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

料
理
づ
く
り
の
つ
ど
い

　

テ
ー
マ
に
合
わ
せ
た
料
理
を
作
り
ま

す
。

日
時　

①
７
月
23
日
㈭　

②
８
月
28
日

㈮　

10
時
〜
12
時
30
分

場
所　

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

内
容　

①
ね
ば
ね
ば
食
品
で
夏
バ
テ
バ

イ
バ
イ　

②
夏
野
菜
で
生
き
生
き
生
活

対
象　

65
歳
以
上
の
市
民

定
員　

９
人

参
加
料　

５
０
０
円

持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾
、飲
み
物

申
込　

①
７
月
21
日
㈫
、
②
８
月
26
日

㈬
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
た
は

電
話
で
申
し
込
み
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

夏
休
み
歯
科
相
談

　

お
子
さ
ん
の
歯
や
お
口
の
こ
と
で
気

に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

日
時　

７
月
29
日
㈬　

13
時
〜
17
時
、

８
月
４
日
㈫　

９
時
〜
12
時
、
15
時
〜

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合
は

申
告
後
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
免
除
お
よ
び
納
付
猶
予
の
申
請
は
、

継
続
申
請
で
承
認
さ
れ
た
方
を
除
い
て

原
則
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。
保
険
料

を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
老
齢

基
礎
年
金
だ
け
で
は
な
く
、
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
も
受
給
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
時
点

の
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
学
生
の
方
は
学
生
納
付
特
例
の
納
付

猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度

を
受
け
た
期
間
は
受
給
資
格
期
間
に
は

算
入
さ
れ
ま
す
が
、
保
険
料
を
追
納
し

な
い
と
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

軽
度
・
中
等
度
難
聴
児

補
聴
器
購
入
費
用
等
助
成

対
象
者　

①
18
歳
未
満
の
市
民

②
両
耳
ま
た
は
片
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が

30
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
、
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
対
象
外
の
方　

③
一
時
的
な
聴
力
低
下
で
は
な
く
、
耳

鼻
咽
喉
科
的
治
療
に
よ
り
聴
力
が
回
復

す
る
見
込
み
が
な
い
方

④
補
聴
器
の
装
用
に
よ
り
、
言
語
の
習

得
等
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
と
医

師
が
判
断
す
る
方

助
成
額　

　

障
害
者
手
帳
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

方
の
補
聴
器
の
助
成
額
に
準
じ
ま
す

17
時

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

歯
科
相
談
、
歯
ブ
ラ
シ
の
選
び

方
や
歯
こ
う
の
残
り
や
す
い
と
こ
ろ
の

効
果
的
な
磨
き
方
、
フ
ッ
素
塗
布（
希

望
者
５
２
０
円
）な
ど

対
象　

市
内
在
住
の
４
歳
〜
小
学
生

申
込　

７
月
22
日
㈬
ま
で
に
、
保
健
セ

ン
タ
ー
窓
口
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
み
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

住
民
基
本
台
帳
の閲

覧
状
況
の
公
表

　

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基

本
台
帳
の
閲
覧
状
況
に
つ
い
て
公
表
し

て
い
ま
す
。

対
象
期
間　

令
和
７
年
４
月
１
日
〜
令

和
８
年
３
月
31
日

閲
覧
件
数　

14
件

公
表
方
法　

市
立
図
書
館
の
行
政
資
料

コ
ー
ナ
ー
お
よ
び
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
ペ
ー
ジ
Ｉ
Ｄ
：
１
７
９
６
）

問
市
民
課
℡
28
―
８
０
１
５

その他 健　康 講・催 募　集生　活生　活 スポーツ福　祉福　祉講・催 募　集福　祉福　祉健　康健　康その他その他 スポーツ生　活


